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社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
所
得

か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。
四
十
歳
以

上
の
人
が
平
成
十
五
年
中
に
支
払

っ
た
介
護
保
険
料
額
が
控
除
の
対

象
に
な
り
ま
す
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
自
己
作

成
を
含
む
）
に
基
づ
き
、
次
の
①

か
ら
⑤
の
サ
ー
ビ
ス
の
い
ず
れ
か

を
利
用
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
利

用
料
が
医
療
費
控
除
の
対
象
に
な

り
ま
す
。

①
訪
問
看
護
（
老
人
保
健
法
お
よ

　

び
医
療
保
険
各
法
の
訪
問
看
護 

　

を
含
む
）

②
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

③
療
養
管
理
指
導

④
通
所
リ
ハ
ビ
リ

⑤
短
期
入
所
療
養
介
護

　

さ
ら
に
、
①
か
ら
⑤
の
サ
ー
ビ

ス
の
い
ず
れ
か
を
利
用
し
て
い
る

人
が
次
の
⑥
か
ら
⑨
の
サ
ー
ビ
ス

の
い
ず
れ
か
を
利
用
し
て
い
る
場

合
、
そ
の
利
用
料
も
医
療
費
控
除

の
対
象
に
な
り
ま
す
。

⑥
訪
問
介
護
（
生
活
援
助
が
中
心

　

の
場
合
は
除
く
）

⑦
訪
問
入
浴
介
護

介
護
保
険
と
税
金

　

所
得
税
な
ど
の
申
告
受

付
が
始
ま
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
介
護
保
険

に
係
る
税
金
の
控
除
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

介
護
保
険
料

　

介
護
保
険
施
設
で
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
場
合
、
利
用
料
（
自
己

負
担
分
）
の
う
ち
次
の
も
の
が
医

療
費
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

①
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
）
に
入
所
の
場
合

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負
担

額
お
よ
び
食
費
の
自
己
負
担
額
と

し
て
支
払
っ
た
額
の
１
／
２
の
額

（
日
常
生
活
費
は
除
く
）

②
介
護
老
人
保
健
施
設
・
介
護
療

養
型
医
療
施
設
に
入
所
の
場
合　

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
お
よ
び
食
費

の
自
己
負
担
額
と
し
て
支
払
っ
た

額
（
日
常
生
活
費
は
除
く
）　

介
護
保
険
施
設
の
利
用
料

在
宅
で
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
た
場
合
の
利
用
料

　

要
介
護
者
に
係
る
お
む
つ
代
が

医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
り
ま

す
。
申
告
に
は
医
師
の
証
明
書
と

領
収
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
二
年
目
以
降
の
申
告
の
場
合

は
、
医
師
の
証
明
書
に
替
え
て
市

　

お
む
つ
代
に
係
る

  　
　
　
　
　

医
療
費
控
除

　

平
成
十
五
年
中
に
要
介
護
認
定

を
受
け
た
人
は
、
障
害
者
控
除
・

特
別
障
害
者
控
除
の
対
象
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
高
齢
社
会
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

高
齢
社
会
課

（
@
20̶

３
１
７
３
）

障
害
者
控
除

高額介護（支援）サービス費の支給

　介護保険によるサービスを利用されたとき
の1月当たりの自己負担（1割分）が所得の
区分に応じた下表の限度額を超えた場合、高
額介護（支援）サービス費が支給されます。（本
人の実費負担となる食費・日常生活費などは
対象となりません。）
　また、同一世帯に2人以上の要介護・要支
援者がいるときは、世帯全体の負担額が上限
を超えた場合に支給されます。

所 得 の 区 分 世 帯 の 上 限 額

市民税非課税
世帯の老齢福
祉年金受給者

15,000 円
（個人の上限額）

市民税非課税
世帯などの人 24,600 円

上記以外の人 37,200 円

  ※介護保険の対象とならないサービスは
     含まれません。
   　

   

●申請に必要なもの
　 ▽介護保険被保険者証
　 ▽サービスの領収書
　 ▽印鑑　
   ▽通帳など振込先のわかるもの

　　■問い合わせ先
　　　高齢社会課（@ 20-3173）

⑧
通
所
介
護

⑨
短
期
入
所
生
活
介
護

※
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
に

は
、
平
成
十
五
年
中
に
支
払
っ
た

領
収
書
な
ど
の
添
付
が
必
要
に
な

り
ま
す
の
で
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

町
村
が
主
治
医
意
見
書
の
内
容
を

確
認
し
た
書
類
に
よ
っ
て
申
告
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。


